
JP 2008-519756 A 2008.6.12

10

(57)【要約】
【解決手段】　ガラス製造における混合色カレットの使
用を容易にするために混合色カレットの構成成分及び不
純物を決定する方法が提供される。ガラスバッチ処方は
、供給される混合色カレットの測定された特徴に基づい
て調製される。より具体的には、本発明の特定の好まし
い観点によると、多量の混合色カレットを提供する工程
、前記混合色カレットの少なくとも１つの試料を収集す
る工程、前記混合色カレットの粒径分析、粒子色分析、
若しくは有機分析を単独で若しくは組み合わせて実行す
る工程、選択的に前記分析結果を保存する工程、ガラス
バッチ組成を決定する工程、カレット規格及びバッチ組
成をガラス製造業者に提供する工程、及び一貫したガラ
ス品質を確実にするようにガラスバッチ処方をカレット
規格に基づいて調整する工程を含む。
【選択図】　　　なし



(2) JP 2008-519756 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リサイクルされた混合色ガラスカレットを原材料として使用してガラスを作成するため
のガラスバッチ処方を調製する方法であって、
　ある混合色ガラスカレット量から少なくとも１つの試料を収集する工程と、
　粒径分析、粒子色分析、及び有機不純物分析の少なくとも１つを前記試料で実行する工
程と、
　前記粒径、粒子色、若しくは有機分析の少なくとも１つからの結果を使用して、前記ガ
ラスカレット量のガラスバッチ調製処方を決定する工程と
　を有する方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、この方法は、更に、
　前記ガラスバッチ調製処方、及び前記混合色ガラスカレットのカレット規格をガラス製
造業者に提供する工程を有するものである。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、前記粒径分析の結果は、前記混合色ガラスカレットの予
想される微細累積パーセント（ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ｐｅｒｃｅｎｔ　ｆｉｎｅｒ　ｔ
ｈａｎ：ＣＰＦＴ）データと比較した粒径を有するものである。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、前記粒子色分析の結果は、色データ毎に計算された重量
パーセントを有するものである。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、前記有機不純物分析の結果は、水分損失データを有する
ものである。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、前記有機不純物分析の結果は、可燃性有機物損失データ
を有するものである。
【請求項７】
　請求項１記載の方法において、この方法は、更に、
　前記分析の少なくとも１つからの少なくとも１つの結果を品質管理基準として利用する
工程を有するものである。
【請求項８】
　請求項１記載の方法において、この方法は、更に、
　前記粒径、粒子色、若しくは有機分析の少なくとも１つからの少なくとも１つの結果を
コンピュータ可読媒体に保存する工程を有するものである。
【請求項９】
　請求項１記載の方法において、前記試料を収集する工程は、
　前記カレット量毎の単位時間当たり少なくとも一部のカレットを収集する工程であって
、前記少なくとも一部は、前記カレットの複合体積を形成するものである、前記収集する
工程と、
　前記複合体積から少なくとも一部を収集し、前記試料を形成するものである、前記収集
する工程と
　を有するものである。
【請求項１０】
　請求項１記載の方法において、前記粒径分析は、篩分析を実行する工程を有するもので
ある。
【請求項１１】
　請求項１記載の方法において、前記粒径分析は、光学的画像分析を実行する工程を有す
るものである。
【請求項１２】
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　請求項１記載の方法において、前記粒子色分析は、Ｘ線分光法を実行する工程を有する
ものである。
【請求項１３】
　請求項１記載の方法において、前記粒子色分析は、光透過分析を実行する工程を有する
ものである。
【請求項１４】
　請求項１記載の方法において、前記粒子色分析は、光反射分析を実行する工程を有する
ものである。
【請求項１５】
　請求項１記載の方法において、前記粒子色分析は、
　前記試料の少なくとも一部を選択する工程と、
　色及び大きさの少なくとも１つによって前記一部の構成成分を特徴付ける工程と、
　前記一部の各色の重量パーセントを計算する工程と
　を有するものである。
【請求項１６】
　請求項１記載の方法において、前記有機不純物分析の方法は、前記試料の化学的酸素要
求量（ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｏｘｙｇｅｎ　ｄｅｍａｎｄ：ＣＯＤ）を決定する工程を有す
るものである。
【請求項１７】
　請求項１記載の方法において、前記有機不純物分析の方法は、前記試料の強熱減量（ｌ
ｏｓｓ　ｏｎ　ｉｇｎｉｔｉｏｎ：ＬＯＩ）を決定する工程を有するものである。
【請求項１８】
　請求項１記載の方法において、この方法は、更に、
　前記ガラスバッチ調製処方に従って、前記混合色ガラスカレット量を使用して、少なく
とも１つのリサイクルされたガラス製品を生産する工程を有するものである。
【請求項１９】
　請求項１８記載の方法において、前記リサイクルされたガラス製品は、ビール瓶である
。
【請求項２０】
　請求項１７記載の方法において、前記強熱減量（ｌｏｓｓ　ｏｎ　ｉｇｎｉｔｉｏｎ：
ＬＯＩ）を決定する工程は、
　加熱炉の中で試料を約１００℃～約１２０℃に加熱する工程と、前記試料の重さを量る
工程と、
　乾燥させて水分の損失を決定する工程と、
　前記試料を約５００℃～約５５０℃に加熱する工程と、前記試料の重さを量る工程と、
　燃焼による可燃性有機物の損失を決定する工程と
を有するものである。
【請求項２１】
　請求項１７記載の方法において、前記ＬＯＩを決定する工程は、前記試料を少なくとも
約５００℃まで加熱する工程を有するものである。
【請求項２２】
　請求項１記載の方法において、前記有機不純物分析は、２ｋｇの試料あたり少なくとも
約０．１０グラムの分解能を判定するものである。
【請求項２３】
　請求項１記載の方法において、前記有機不純物分析は、エルトリエーション法を実行す
る工程を有するものである。
【請求項２４】
　請求項２３記載の方法において、前記エルトリエーション法は、
　前記試料の少なくとも１つの構成成分を分離するために十分な速度で前記試料の少なく
とも一部を空気中に浮上させる工程と、
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　前記分離した構成成分を収集する工程と、
　前記試料の少なくとも１つの第２の構成成分を分離するために十分な温度で前記一部を
水洗浄する工程と、
　前記分離した第２の構成成分を収集する工程と、
　前記試料の少なくとも１つの第３の構成成分を分離するために、前記少なくとも一部を
溶媒洗浄する工程と、
　前記溶媒洗浄した第２の構成成分を収集する工程と、
　前記試料の少なくとも１つの第４の構成成分を分離するために十分な速度で前記少なく
とも一部を空気中に浮上させる工程と、
　前記第４の構成成分を収集する工程と、
　すべての分離した構成成分の重量パーセントを計算する工程と
　を有するものである。
【請求項２５】
　原材料としてリサイクルされた混合色ガラスカレットを使用してガラスを作成するため
のガラスバッチ処方を調製する方法であって、
　混合色ガラスカレットの少なくとも１つの試料で実行される粒径分析、粒子色分析、及
び有機不純物分析の少なくとも１つの結果を手入する工程と、
　前記少なくとも１つの分析からの少なくとも１つの結果を使用して、前記混合色ガラス
カレットのガラスバッチ調製処方を決定する工程と
　を有する方法。
【請求項２６】
　請求項２５記載の方法において、前記粒径分析の結果は、前記混合色ガラスカレットの
予想される微細累積パーセント（ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ｐｅｒｃｅｎｔ　ｆｉｎｅｒ　
ｔｈａｎ：ＣＰＦＴ）データと比較した前記混合色ガラスカレットの粒径を有するもので
ある。
【請求項２７】
　請求項２５記載の方法において、前記粒子色分析の結果は、色データ毎の計算された重
量パーセントを有するものである。
【請求項２８】
　請求項２５記載の方法において、前記有機不純物分析の結果は、水分損失データを有す
るものである。
【請求項２９】
　請求項２５記載の方法において、前記有機不純物分析の結果は、可燃性有機物損失デー
タを有するものである。
【請求項３０】
　請求項２５記載の方法において、この方法は、更に、
　前記粒径、粒子色、若しくは有機分析の少なくとも１つからの少なくとも１つの結果を
品質管理基準として利用する工程を有するものである。
【請求項３１】
　請求項２５記載の方法において、この方法は、更に、
　前記粒径、粒子色、若しくは有機分析の少なくとも１つからの少なくとも１つの結果を
コンピュータ可読媒体に保存する工程を有するものである。
【請求項３２】
　請求項２５記載の方法において、前記試料を収集する工程は、
　前記カレット量毎の単位時間当たり少なくとも一部のカレットを収集する工程であって
、前記少なくとも一部は、前記カレットの複合体積を形成するものである前記収集する工
程と、
　前記複合体積から少なくとも一部を収集して前記試料を形成するものである前記収集す
る工程と
　を有するものである。
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【請求項３３】
　請求項２５記載の方法において、前記粒径分析は、篩分析を実行する工程を有するもの
である。
【請求項３４】
　請求項２５記載の方法において、前記粒径分析は、光学的画像分析を実行する工程を有
するものである。
【請求項３５】
　請求項２５記載の方法において、前記粒子色分析は、Ｘ線分光法を実行する工程を有す
るものである。
【請求項３６】
　請求項２５記載の方法において、前記粒子色分析は、光透過分析を実行する工程を有す
るものである。
【請求項３７】
　請求項２５記載の方法において、前記粒子色分析は、光反射分析を実行する工程を有す
るものである。
【請求項３８】
　請求項２５記載の方法において、前記粒子色分析は、
　前記試料の少なくとも一部を選択する工程と、
　色及び大きさの少なくとも１つによって前記一部の構成成分を特徴付ける工程と、
　前記一部の各色の重量パーセントを計算する工程と
　を有するものである。
【請求項３９】
　請求項２５記載の方法において、前記有機不純物分析の方法は、前記試料の化学的酸素
要求量（ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｏｘｙｇｅｎ　ｄｅｍａｎｄ：ＣＯＤ）を決定する工程を有
するものである。
【請求項４０】
　請求項２５記載の方法において、前記有機不純物分析の方法は、前記試料の強熱減量（
ｌｏｓｓ　ｏｎ　ｉｇｎｉｔｉｏｎ：ＬＯＩ）を決定する工程を有するものである。
【請求項４１】
　請求項４０記載の方法において、前記強熱減量（ｌｏｓｓ　ｏｎ　ｉｇｎｉｔｉｏｎ：
ＬＯＩ）を決定する工程は、
　加熱炉の中で前記試料を約１００℃～約１２０℃に加熱する工程と、前記試料の重さを
量る工程と、
　乾燥による水分の損失を決定する工程と、
　前記試料を約５００℃～約５５０℃に加熱する工程と、前記試料の重さを量る工程と、
　燃焼による可燃性有機物の損失を決定する工程と
を有するものである。
【請求項４２】
　請求項４０記載の方法において、前記ＬＯＩを決定する工程は、前記試料を少なくとも
約５００℃まで加熱する工程を有するものである。
【請求項４３】
　請求項２５記載の方法において、前記有機不純物分析は、２ｋｇの試料あたり少なくと
も約０．１０グラムの分解能を判定するものである。
【請求項４４】
　請求項２５記載の方法において、前記有機不純物分析は、エルトリエーション法を実行
する工程を有するものである。
【請求項４５】
　請求項４４記載の方法において、前記エルトリエーション法は、
　前記試料の少なくとも１つの構成成分を分離するために十分な速度で前記試料の少なく
とも一部を空気中に浮上させる工程と、
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　分離した構成成分を収集する工程と、
　前記試料の少なくとも１つの第２の構成成分を分離するために十分な温度で前記一部を
水洗浄する工程と、
　前記分離した第２の構成成分を収集する工程と、
　前記試料の少なくとも１つの第３の構成成分を分離するために前記少なくとも一部を溶
媒洗浄する工程と、
　前記溶媒洗浄した第２の構成成分を収集する工程と、
　前記試料の少なくとも１つの第４の構成成分を分離するために十分な速度で前記少なく
とも一部を空気中に浮上させる工程と、
　前記第４の構成成分を収集する工程と、
　すべての分離した構成成分の重量パーセントを計算する工程と
　を有するものである。
【請求項４６】
　請求項１記載の方法において、この方法は、更に、
　前記ガラスバッチ調製組成に従って、前記多量の混合色ガラスカレットを使用して、少
なくとも１つのリサイクルされたガラス製品を生産する工程を有するものである。
【請求項４７】
　請求項４６記載の方法において、前記リサイクルされたガラス製品は、ビール瓶である
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００４年１１月１２日付で出願された米国特許出願番号第１０／９８８，
０１８号に対して優先権を主張するものであり、その開示は、この引用によって完全に組
み込まれるものである。
【０００２】
　本発明は、ガラス製造分野に関するものである。特に、本発明は、ガラス製造において
混合色カレットの使用を容易にするために、その構成成分及び不純物を決定する方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００３】
　ガラスなどの物質の費用効率の良いリサイクル化は、環境への負荷及び資源不足のため
に、ますます重要な問題となっている。このような問題への関心によって、例えば「空き
瓶回収法案」といった行政指針を規定するなど、行政の関与が促されてきた。行政からの
要求及び環境への意識により、現在、アメリカの消費者は、以前にも増して高い割合でリ
サイクル化を進めている。
【０００４】
　物質のリサイクル化が増加すると、埋立地や別の廃棄物処理地に入れられるガラス、プ
ラスチック、紙などの物質量は減少する。更に、リサイクルを行うことにより、「未使用
」物質を使用した製品の必要性が激減するだけでなく、環境資源を保護することになる。
更に、未使用原料の代わりにリサイクル可能なものを使用することによって、多くの場合
、エネルギー所要量が減少し、処理工程が削減され、更に製品製造中の排気ガスなどの廃
棄物の流れが抑制されることになる。例えば、ガラス製造工程において、再生ガラス（リ
サイクルガラス）は、未使用原料と比べて、必要なエネルギーはより少なく、また汚染物
質の放出もより少ない。多くの州は、ガラス製造業者に対して、新しいガラスボトルには
最低限の割合で再生ガラスを含有させることを求めている。例えば、オレゴン州では、ガ
ラス容器製造業者は、少なくとも３５％の使用済みカレット（破壊されたガラス片）を使
用することが義務付けられている。カリフォルニア州には、より積極的な法律があり、ガ
ラス製造業者は、２００５年までに、使用する再生ガラス含有量を６５％までに上げるこ
とが義務付けられている。
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【０００５】
　しかしながら、このような行政指令に従うことに伴って生じる問題がある。法外な選別
費用により、供給業者は、十分な量の単色再生ガラスを加工することが困難になっている
。多くの場合、例えば、ガラス製造業者に配送するためにカレットが洗浄され、下処理が
行われる物質回収施設（ｍａｔｅｒｉａｌ　ｒｅｃｏｖｅｒｙ　ｆａｃｉｌｉｔｙ：ＭＲ
Ｆ）及び／又はガラス処理施設に搬入されるガラスは、破砕され、他の物質で汚染され、
混合色となる。そのような物質は、これまで、ガラス製造に適さず、低価値の用途に使用
されるか、又は埋立地に収容されていた。しかしながら、現在では、法的な要求事項及び
その他の問題により、ガラス製造業者は、加熱炉で使用する混合カレットの量を増やすこ
とを強いられている。　
【０００６】
　一般的に、製造された製品と同じ組成であるガラスカレットの、汚染されていない原料
をリサイクルする場合には、殆ど問題がない。しかし、殆どのカレットが消費者廃棄物か
ら得られるものであるため、様々なガラス廃棄物の流れをいかに良く分離できるかと、そ
の結果として生じる汚染レベルが主要な問題となっている。異質の物質であるセラミック
ス（例えばレストラン及び／又はバーから得られる陶器及び磁器など）、石、砂利及び／
又は土（保存状態が悪いカレットから）、鉄類（ボトルの先端部及び他の廃物からのもの
）、非鉄金属（ワインボトルやアルミニウムボトルキャップから得られる鉛箔）、及び有
機物（ラベル及び過剰な食物残渣）などは、カレットバッチを使用できない状態にする可
能性がある。ガラス製造業者は、いくつかの重要な問題に直面しており、その主要な問題
は、新しい環境法に従うための、ガラス製品における混合色カレットの利用に関係してい
る。
【０００７】
　ガラス製造業者は、特に、消費物の流れから供給されるガラスの品質について懸念を抱
く。現在、ガラスバッチ処方は混合カレット（即ち、一般に緑、琥珀、及びフリントの混
合色のガラス）を含むことが可能であるため、ガラス製造業者によって受け取られる混合
カレット若しくは単色ガラスは、供給業者によって与えられる規格を一貫して満たされな
ければならない。ガラス製造業者は、ガラス組成及び不純物の濃度を特定するこれらの規
格を信頼し、瓶を製造するためのガラスバッチ製法若しくは組成を開発する。
【０００８】
　通常、ガラス作成操作は連続バッチ処理であり、カレットは溶融された後、求められる
最終的なガラス組成を達成するために必要な他の原材料と共に溶解される。着色カレット
の添加は、他の処理変数の中でも特に、伝熱速度に影響を及ぼし、従って、ガラスが溶融
する速度に影響を及ぼす。このように、各バッチは、所望の最終的なガラス組成及び一貫
した最終製品の品質を成し遂げるために、異なる原材料の処方を必要としても良い。残念
なことに、供給された規格は正確でない可能性があり、ガラス製造業者は、多くの場合、
バッチ処方を「推測で見積もる」必要がある。例えば、処理業者からの「純粋な」琥珀色
カレットは、５若しくは１０パーセントの他の色を含む可能性があり、セラミック及び有
機汚染の不純物規格は、あいまいな概算値である可能性がある。供給されたガラスの記載
された規格と実際の組成との間のいかなる相違も、結果として、異なるバッチから製造さ
れる他のガラスと比較して、色が均一ではないガラスになる。この慣例は、カレット使用
レベルが低い限り、ガラス産業によって許容されている。カレット使用が増加するにつれ
て、必要なことは、ガラス製造のために必要な規格が満たされることを確実にするために
混合カレットを分析して、特徴付ける方法である。
【０００９】
　混合色カレットは、多くの場合、ＭＲＦｓ及び／若しくは処理業者等の事業体によって
処理され、洗浄され、その後に、ガラス製造業者に出荷される。しかし、混合色カレット
の供給物は、多くの場合、セラミック及び他の不純物等の、仕分け及び清掃装置から逃れ
た残留混入物質を含む。混合色カレット中のこのような不純物は、バッチ処方の調製がな
されない場合には、ガラス製造業者の深刻な懸念事項となり、製造されたガラスの色及び
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量が一貫していない原因となる。必要なことは、ガラス製造において利用される混合カレ
ットの成分の構成を決定する方法であり、それによって、結果的にガラスバッチ処方が調
製することが可能となる。
【００１０】
　ガラス製造のために廃棄物ガラスを使用する１つの方法は、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｃ
ｏｎｔｉｎｕｏｕｓｌｙ　ｐｒｅｐａｒｉｎｇ　ｍｏｌｔｅｎ　ｇｌａｓｓ　ｕｔｉｌｉ
ｚｉｎｇ　ｗａｓｔｅ　ｇｌａｓｓ　ａｓ　ｐａｒｔ　ｏｆ　ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ」
という名称の米国特許第４，２５２，５５１号明細書に記載される。前記特許は、成分の
一部として廃棄物ガラスを利用することによって、連続型の溶融タンクにおける溶融ガラ
スを調製する方法が記載されており、その廃棄物ガラスは、微細なガラス繊維のカレット
に粉砕されても良く、溶融ガラスの色若しくは他の性質に悪影響のある有機物を含む可能
性がある。前記廃棄物ガラスが溶融してない原材料と接触せずに再溶融され、前記廃棄物
ガラスの再溶融が前記タンクに供給される前記廃棄物ガラスに付着する可能性のある任意
の有機物の燃焼より先に起き、結果として生じる燃焼ガスは消散されるように、前記廃棄
物ガラス及び他の原材料は、連続的に、しかし別々に前記タンクの溶融ガラスに供給され
る。
【００１１】
　前記米国特許第４，２５２，５５１号明細書は、不純物を有する廃棄物ガラスをガラス
製造に使用する適切な方法を提供するものであるが、混合色カレットを分析してその特性
を明らかにし、ガラス製造のために必要な規格が満たされていることを確実にする方法を
提供するものではない。また前記特許は、ガラス製造処理において利用される前に廃棄物
ガラスの成分の構成を決定する方法を提供するものではない。
【００１２】
　ガラス製造のために混合色カレットを使用する１つの方法は、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　
ｒｅｃｙｃｌｉｎｇ　ｍｉｘｅｄ　ｃｏｌｏｒｅｄ　ｃｕｌｌｅｔ　ｉｎｔｏ　ａｍｂｅ
ｒ，ｇｒｅｅｎ，ｏｒ　ｆｌｉｎｔ　ｇｌａｓｓ」という名称の米国特許第５，７１８，
７３７号明細書に記載される。前記特許は、混合色カレットガラスが、目的とする赤褐色
を与えるために混合物中の鉄、炭素、硫黄、及び硫黄化合物の添加物量を調節することに
よって、琥珀色ガラスにリサイクルされる方法が記載されており、この特許はこの参照に
よって本明細書に組み込まれるものである。前記特許は、ガラス製造のために混合色カレ
ットを使用する適切な方法を提供するものであるが、バッチ処方の中の変動を除去する方
法を提供するものではない。カレット組成リアルタイムで決定する自動化された方法は、
「Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｂａｔｃｈ　Ａｎａｌｙｓｉｓ
　Ａｎｄ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ　Ｆｏｒ　Ｇｌａｓｓ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎ
ｇ」という名称の米国特許出願第　　　号（代理人整理番号ＧＭＧ－００６２）に記載さ
れており、この特許はこの参照によって本明細書に組み込まれるものである。
【００１３】
　「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｒｅｃｙｃｌｉｎｇ　ｂａｔｃｈｅｓ　ｏｆ　ｍｉｘｅｄ　ｃ
ｏｌｏｒ　ｃｕｌｌｅｔ　ｉｎｔｏ　ａｍｂｅｒ，　ｇｒｅｅｎ，ｏｒ　ｆｌｉｎｔ　ｇ
ｌａｓｓ　ｗｉｔｈ　ｓｅｌｅｃｔｅｄ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ」という名称の米国特許
第６，２３０，５２１号明細書は、混合色カレットガラスを新規ガラス製品にリサイクル
するための自動化された方法を記載しており、この特許はこの参照によって本明細書に組
み込まれるものである。コンピュータ制御方法は、未使用のガラス原材料、望ましい標的
ガラス特性、混合色カレットバッチの組成、及びガラス溶融において使用されるカレット
の量を特定する。前記コンピュータ制御方法は、所望の着色酸化物、酸化還元剤、及びガ
ラス構造酸化物を適切な割合で有するリサイクルガラスが製造されるように、前記混合色
カレットバッチに加える原材料の適切な量を自動的に決定する。しかしながら、前記米国
特許第５，７１８，７３７号明細書、及び前記米国特許第６，２３０，５２１号明細書は
いずれも、最終生産物の均一性を確実にするために混合色カレットがガラス製造方法にに
導入されるような、混合色カレットの組成の分析を提供しない。
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【００１４】
　従って、当該技術分野において、混合色カレットを分析してその特性を明らかにし、ガ
ラス製造のために必要な規格が満たされることを確実にする方法が必要とされる。更に、
ガラス製造において利用される混合色カレットの成分の構成を決定する必要があり、それ
によって、結果的にガラスバッチ組成が調整される。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の好ましい実施形態は、ガラス製造におけるその使用を容易にするための混合色
カレットの構成成分及び不純物を決定する方法を提供する。更に、本発明の特定の実施形
態は、供給された混合色カレットの特徴に基づいてガラスバッチ組成を調整する方法を提
供する。より具体的には、前記方法の好ましい実施形態は、多量の混合色カレットから混
合色カレットの少なくとも１つの試料を収集する工程、前記混合色カレットの粒径分析、
粒子色分析、及び／若しくは有機分析を単独で若しくは組み合わせて実行する工程、選択
的に、その分析結果を保存する工程、ガラスバッチ組成を決定する工程、カレット規格及
びバッチ組成をガラス製造業者に提供する工程、並びに一貫したガラス品質を確実にする
ためにガラスバッチ組成を調整する工程を含む。
【００１６】
　このように、本発明の特定の実施形態は、多量の混合色カレットの様々な組成／構成成
分を特定するための方法を提供する。更に、本発明の特定の実施形態によると、リサイク
ルされたガラスが望ましい最終組成物を有して製造されることを確実にするガラス組成を
生成するためのカレット分析から生成される情報を使用する方法を提供する。前記リサイ
クルされたガラスは、その後、ビール瓶等のガラス製品を作るために用いられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の好ましい実施形態に従った、上述の有益な特徴を有する混合カレットをリサイ
クルする方法について、下記の図１～２を参照して説明する。当業者であれば、これらの
図に関して本明細書に与えられる説明が、例示的な目的だけのためにあって、いかなる形
であれ、本発明の範囲を限定することを目的としないことを理解するであろう。
【００１８】
　本発明の好ましい実施形態は、ガラス製造において混合色カレットの使用を容易にする
ための混合色カレットの構成成分及び不純物を決定する方法である。より具体的には、本
発明の方法は、これに限られるものではないが、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｐｒｏｖｉｄｉ
ｎｇ　ｕｎｉｆｏｒｍｌｙ　ｃｏｌｏｒｅｄ，ｃｏｎｔａｍｉｎａｎｔ－ｆｒｅｅ，ｔｈ
ｒｅｅ－ｃｏｌｏｒ　ｍｉｘｅｄ　ｃｕｌｌｅｔ」という名称の米国特許出願第　　　号
（代理人整理番号ＦＣＲ－００５７）に記載されるような三色混合カレット等の混合色カ
レットの構成成分及び不純物を決定するものであり、前記特許はこの参照により本明細書
に組み込まれるものである。
【００１９】
　代表的なガラスリサイクルの流れは、以下の通りに要約され得る。廃棄物ガラスの出所
は、例えば、空のガラス容器を含むリサイクル可能物質を廃棄する消費者である。リサイ
クル可能物質の収集場所としては、例えば、居住施設の道路脇、公衆の引渡し場所、及び
／若しくは空き缶・空き瓶回収場所を含んでも良い。収集業者は、その後、これらの様々
な収集場所からリサイクル可能なものを収集し、多くの場合、前記リサイクル可能物質を
、ガラス、紙、プラスチック、及び金属に分ける等の若干の仕分けをすることが必要とさ
れる。前記収集業者は、収集した固形廃棄物をＭＲＦへ輸送し、ここでは、全体の仕分け
が実行され、リサイクルできない材料からリサイクルできるものを更に仕分けること、及
び、例えばガラス、プラスチック、紙等のタイプ別にリサイクル可能なものをより詳細に
仕分けることが実行される。加えて、ＭＲＦでは、仕分けられたガラスは、セラミック等
の混入物質の仕分けと同様に、色（例えば、琥珀、緑、及びフリント）別の分類のために
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更に手で仕分けられる。一旦ガラスが色で仕分けられると、色別カレット、及び選択的に
任意の混合色カレットは、ガラス製造工場への納入の前に、ＭＩＲＦから、清掃及び精製
等の更なる処理のために、例えば処理業者等の次のガラス処理施設に輸送される。
【００２０】
　図１は、本発明に従ったガラス製造における混合色カレットの使用を容易にするための
混合色カレットの構成成分及び不純物を決定する方法１００のフローダイヤグラムを示す
。方法１００の工程は、自動化されても、手動で実行されても、若しくはそれらの一部組
み合わせであっても良い。更に、本発明の方法１００の工程は処理業者の現場で実行され
、、好ましくは、ガラス製造業者に供給されている混合色カレットが予め定められた最低
基準を満たすことを確認し、更に、いかなる許容可能な有機物等の混入物質及び不純物が
いかなる水準で前記混合色カレットに残るかを決定され、これによって、結果的にガラス
バッチ組成がガラス製造業者で調整される。
【００２１】
　前記方法の工程の全体にわたって三色混合カレットが参照されているが、前記方法は、
三色混合カレットを分析することのみに限定されるものではないことが理解される。本発
明は、通常、二色、四色、若しくは五色混合カレット等のいかなる混合色カレットに適用
することが可能である。更に、本発明の使用は、例えば、二色、三色、四色、若しくは五
色混合色カレットであってその混合色カレットの中には９０％以上の顕著な色はない前記
混合色カレットの中の構成成分及び不純物を決定することに適している。
【００２２】
　図１に示したように、本発明の好ましい実施形態は、以下の工程を含む。
【００２３】
　工程１１０－処理された混合色カレットの分離量を蓄積する工程。この工程では、混合
色カレットの分離量は、ガラス処理施設、即ち選別施設にまとめて蓄積される。一実施例
において、三色混合カレットは、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　ｕｎｉｆ
ｏｒｍｌｙ　ｃｏｌｏｒｅｄ，ｃｏｎｔａｍｉｎａｎｔ－ｆｒｅｅ，ｔｈｒｅｅ－ｃｏｌ
ｏｒ　ｍｉｘｅｄ　ｃｕｌｌｅｔ」という名称の米国特許出願第　　　号（代理人明細書
番号ＦＣＲ－００５７）に記載されるように処理され、それによって、ガラス製造処理に
おける使用に適する混合色カレットの貯蔵物が提供される。本発明の方法１００のために
、前記関連出願に記載される方法を使用することによって、混合カレットの中に含まれる
セラミックの水準は非常に低くなり、即ちガラス製造の許容水準以下若しくは許容水準と
同等であると考えられる。
【００２４】
　工程１１５－混合色カレットの試料を収集する工程。この工程では、混合色カレットの
バルクから無作為に複数選択された試料が収集される。典型的な試料の大きさは、例えば
約１～５ｋｇ重量であるが、当業者であれば、任意量の試料が本発明の特定の観点に適す
る可能性があることが理解される。混合色カレットのバルク中の粒子は重量及び大きさに
よって分離する傾向があるため、得られた各試料が混合色カレット組成の実際の表示を提
供するように厳密なサンプリング手順を維持することが重要である。分析試料を収集する
方法は、以下から成る。　
　１．ガラス処理施設において、各トラックが混合色カレットバルクで満たされたときに
、１～５ｋｇの混合色カレットの試料を無作為に収集する。例えば、混合色カレットは、
例えば毎時１０～４０トンの速度でコンベヤーベルトからトラックに運ばれる。この場合
、収集作業は次の工程を含む。　
　　ｉ．１台のトラックを満たすのに必要とする時間の単位を決定する工程、
　　ｉｉ．この時間の単位を、１０の等しい時間間隔に分ける工程、
　　ｉｉｉ．結果としてトラック１台につき１０の試料が収集されるように、トラックに
荷積みされるときに前記１０の時間間隔の各々で１～５ｋｇの試料を収集する工程、
　　ｉｖ．混合色カレットの複合量を形成するために前記１０の試料を混ぜ合わせる工程
、及び
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　　ｖ．前記複合量から１～５ｋｇの試料を収集して分析試料を形成する工程。
【００２５】
　２．代替収集方法。ガラス製造工場において、各トラックが荷を下ろすときに、混合色
カレットの１～５ｋｇの試料を無作為に収集する。例えば、混合色カレットは例えば毎時
１０～４０トンの速度でトラックからコンベヤーベルト上に運ばれる。この場合、収集作
業は次の工程を含む。　
　　ｉ．１台のトラックの荷を下ろすのに必要とする時間の単位を決定する工程、
　　ｉｉ．この時間の単位を、１０の等しい時間間隔に分ける工程、
　　ｉｉｉ．結果としてトラック１台につき１０の試料の収集になるように、トラックか
ら荷が下ろされるときに前記１０の時間間隔の各々で１～５ｋｇの試料を収集する工程、
　　ｉｖ．混合色カレットの複合量を形成するために前記１０の試料を混ぜ合わせる工程
、及び
　　ｖ．分析試料を形成する前記合成量から１～５ｋｇの試料を収集する工程。
【００２６】
　３．他の標準的な収集方法。当業者であれば、１～５ｋｇの混合色カレット試料が任意
の標準的な収集技術を用いることによってガラス処理施設で集められても良いことが理解
され、その標準的な収集技術は、例えば、一般的には「試料採取器」として知られている
管を混合色カレットバルクに繰り返し挿入し、代表的な複合試料を提供するのに充分な数
の標本を抽出する。
【００２７】
　この代替方法においては、混合色カレットの分析がガラス処理施設から離れた後に行わ
れるため、混合色カレットの供給は、もはや供給業者の制御下ではないことから、前記代
替方法は、上記の好ましい方法より望ましいものではない。更に、これに限られるもので
はないが、トラック、タル等を含む任意の容器を満たすために必要な時間の単位は、充填
時間に指定されても良い。或いは、これに限られるものではないが、トラック、タル等を
含む任意の容器から荷を下ろすのに必要な時間の単位は、荷下ろし時間に指定されても良
い。このように、試料収集は、任意の数の容器を充填及び／若しくは荷下ろしするあらゆ
る時間の間に行われても良い。また更に、試料収集は、単位時間の任意の間隔数で無作為
に若しくは一様に行われても良い。
【００２８】
　工程１２０－混合色カレットの粒径分析を実行する工程。この工程では、粒径に関して
予想される性質を確かめるために、混合色カレットの分析試料で粒径分析が実行される。
図２のプロット２００に関してより詳細に記載されるように、予想される粒径範囲の例は
、一般的に１ｍｍ～１６ｍｍである。より具体的には、図２は、プロット２００を示し、
これは、ミリメータの混合色カレット粒径と、予想される微細累積パーセント（ｃｕｍｕ
ｌａｔｉｖｅ　ｐｅｒｃｅｎｔ　ｆｉｎｅｒ　ｔｈａｎ：ＣＰＦＴ）との対比を示す。粒
径分析を実行する１つの方法は、例えば１～２ｋｇの試料サイズで標準的な篩分析を用い
るものである。篩分析は、混合色カレットを形成する粒子を仕分けるために開いている厳
密に制御された開口を有する、異なる大きさの篩を使用する方法である。より具体的には
、以下の工程によって粒径分布の決定が実行される。　
　　ｉ．１～２ｋｇの試料を乾燥させ恒量にする工程、
　　ｉｉ．１～２ｋｇの試料を、混合色カレットの規格に従って選択される、米国の標準
的な篩の粒径カテゴリにふるい分ける工程。例えば、ふるい分けは、１６ｍｍ［５／８"
］のメッシュスクリーン（最大開口）で開始され、任意の望ましい増加で４０メッシュス
クリーン（最小開口）まで進み、それによって、最大から最小サイズ（例えば、メッシュ
２．５は約８ｍｍに、メッシュ５は約４ｍｍに、メッシュ１０は約２ｍｍに、メッシュ１
８は約１ｍｍに等しい等）まで粒子を仕分ける。　
　　ｉｉｉ．各篩が保持する材料の重さを計る工程、及び
　　ｉｖ．前記試料の乾燥重量の割合として各重量を計算する工程。
【００２９】
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　篩分析の更なる記述は、「Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｓｉ
ｅｖｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｆｉｎｅ　ａｎｄ　Ｃｏａｒｓｅ　Ａｇｇｒｅｇａｔ
ｅｓ」という名称のアメリカ材料試験協会（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ
　Ｔｅｓｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ：ＡＳＴＭ）規格Ｃ１３６－０１を参照
することにより見出される。
【００３０】
　工程１２５－混合色カレットの粒子色分析を実行する工程。この工程において、混合色
カレットの分析試料に対して、各色の含有パーセントを決定するために、粒子色分析が実
行される。混合色カレットは、一般的に、フリント、琥珀、及び緑のカレットの混合物を
含む。各色の含有パーセントは、局部的に異なる。混合色カレットは、微量の青い粒子を
含んでも良い。その上、混合色カレットの緑色構成成分は、エメラルドグリーン及びデッ
ドリーフグリーン粒子の混合物を含んでも良い。粒子色分析を実行する方法は、以下から
成る。　
　１）好ましい色分析方法。色によって個々の混合色カレット粒子を手作業で分離する工
程。この手作業の方法は、目視検査を介して技術者によって実行される。この場合、粒子
色分析作業は、次の工程を含む。　
　　ｉ）例えば５００ｇｍ分の分析試料の代表的な部分を選択する工程、
　　ｉｉ）正確に色を区別するために充分な照明の下で前記試料を白色紙に広げる工程、
　　ｉｉｉ）例えば「微粒子」である大きさ２～３ｍｍ未満の粒子等の小さい粒子だけが
残るまで、目視検査を介して色及び大きさによって前記粒子を手作業で分離する工程、
　　ｉｖ）それらを更に分離することは非現実的であるため、「微粒子」を除外する工程
、
　　ｖ）各色の粗粒の重量を量る工程、
　　　（ａ）エメラルドグリーンの粗粒の重量を量る工程、
　　　（ｂ）デッドリーフグリーンの粗粒の重量を量る工程、
　　　（ｃ）フリントの粗粒の重量を量る工程、
　　　（ｄ）琥珀色の粗粒の重量を量る工程、及び
　　　（ｅ）青色の粗粒の重量を量る工程、
　　ｖｉ）各色の重量パーセントを計算する工程、
　　　（ａ）エメラルドグリーンの重量パーセントを計算する工程、
　　　（ｂ）デッドリーフグリーンの重量パーセントを計算する工程、
　　　（ｃ）フリントの重量パーセントを計算する工程、
　　　（ｄ）琥珀色の重量パーセントを計算する工程、及び
　　　（ｅ）青色の重量パーセントを計算する工程、
　　ｖｉｉ）色混合が粗粒の色の混合を表わしているかどうか、若しくは逆に言えば、そ
れが主に１色であるかどうかを決定するために、「微粒子」の色混合に関して視覚で判断
する工程。「微粒子」が主に１色である場合、この事実は分析報告に書き留められる。「
微粒子」の割合は、好ましくは０～１０％である。「微粒子」の割合が例えば１５％を上
回る場合、粒径分布は規格を満たさず、代替手段によって「微粒子」が独立して分析され
ることを必要とする可能性がある。
【００３１】
　２）第１の代替色分析法。通常、試料の光吸収の量を測定する装置であると理解されて
いる分光光度計を用いて粒子色分析を実行する工程。分光光度計はまた、光の色若しくは
波長の関数として強度を測定することができる装置としても特に既知である。しかし、当
業者であれば多くの種類の分光光度計があることが理解され、任意の数の分光光度計が本
発明の特定の観点に適用されても良い。分光光度計を分類するために用いる共通の特徴は
、それらが働く波長、それらが使用する測定技術、それらがスペクトルを得る方法、及び
それらが測定のために設計される強度変化の原因である。
【００３２】
　この場合、粒子色分析作業は、次の工程を含む。　
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　　ｉ）混合色カレット試料を、最小の散乱損失及び最小の不均一性の色を達成するため
に、１２～４０メッシュ等の最適なメッシュサイズに研磨する工程、
　　ｉｉ）既知の透明な容器であるキュベットに細かくした混合色カレット粒子を充填す
る工程であって、前記キュベットにおいて試料溶液は分光計の光路に導入されるものであ
る、前記充填する工程、
　　ｉｉｉ）約１．５１５であるガラスの屈折率に適合する市販の屈折率適合油（ｍａｔ
ｃｈｉｎｇ　ｏｉｌ）をキュベットに充填する工程、
　　ｉｖ）混合物の複合透過スペクトルを記録する工程、及び
　　ｖ）前記試料の各色の容量パーセントを計算する工程、
　　　（ａ）エメラルドグリーンの容量パーセントを計算する工程、
　　　（ｂ）デッドリーフグリーンの容量パーセントを計算する工程、
　　　（ｃ）フリントの容量パーセントを計算する工程、
　　　（ｄ）琥珀色の容量パーセントを計算する工程、及び
　　　（ｅ）青色の容量パーセントを計算する工程。
【００３３】
　これは、一般に既知の曲線デコンボリューション法に従って、混合物の複合透過スペク
トルをデコンボリューションすることによってなされる。つまり、これは、第一に、純粋
成分（例えば、フリント、デッドリーフグリーン、エメラルドグリーン、琥珀色、青色等
）の一組の透過曲線を収集し、続いて、これらの定数の各々の合計に、それぞれのガラス
色の透過曲線を乗じると複合透過曲線となるように、それぞれの比例定数（Ｋエメラルド

グリーン、Ｋデッドリーフグリーン、Ｋ琥珀色、Ｋフリント、及びＫ青色）を代数的に模
索することによって達成される。或いは、各色の容量パーセントは、５５０若しくは６５
０ｎｍ等の特定の波長で、ガラス色のそれぞれの構成成分の単一の特性強度を使用し、更
にこれらの波長での合計の透過率への各ガラス色の寄与度を代数的に決定することによっ
て、小さな精度の損失のみでより簡単に決定され得る。
【００３４】
　第２の代替色分析法。混合色カレットを化学的に分析するためのＸ線分光光度計を用い
た粒子色分析を実行する工程。この場合、クロム、鉄、及び硫黄等のすべての着色剤は、
試料の色構成を決定するために、化学的に分析される。例えば、クロムは緑色ガラスを示
し、鉄は琥珀色ガラスを示し、コバルトは青色ガラスを示す等である。
【００３５】
　第３の代替色分析法。混合色カレット試料を微細な一貫した粒状物に細かく砕き、更に
反射によって複合物の色基準を得ることにより、粒子色分析を実行する工程。この技術に
おいては、ガラスの透過する特性よりも反射する特性が用いられる。粒状化された試料は
、未知の試料及び単色の対照の両方とも、例えば直径２５ｍｍ厚さ３ｍｍ等の適した直径
及び厚さのペレットに押しつけられ、指標の適合油でコーティングされ、更に、例えばタ
イル、織物、及び塗料の反射色を決定するために使用される適切な反射色測定装置に挿入
される。正式な機器がない場合の適切な代用品は、おそらくデジタルカメラ若しくはコン
ピュータスキャナである。これらの「非正式な」方法を用いる場合、色の精度を維持し、
白色標準を有する機器及び／若しくは対照の機器を念入りに調整するために、手入れしな
ければならない。
【００３６】
　他の代替色分析法。当業者であれば、混合色カレット試料の粒子色分析が、光学的若し
くは化学的手段のいずれかによってなされた複合色構成が信頼できる任意の既知の方法に
よって実行されても良いことを理解するであろう。
【００３７】
　工程１３０－混合色カレットの有機分析を実行する工程。この工程では、有機不純物の
含有パーセント決定するために、混合色カレットの分析試料に対して有機分析が実行され
る。より具体的には、混合色カレット試料の化学的酸素要求量（ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｏｘ
ｙｇｅｎ　ｄｅｍａｎｄ：ＣＯＤ）を決定することによって化学的酸素分析が実行される
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。ＣＯＤは、前記試料中に存在する無機及び有機物質の酸素消費容量の指標となる。化学
的酸素要求量（ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｏｘｙｇｅｎ　ｄｅｍａｎｄ：ＣＯＤ）は、通常、バ
ッチ構成成分の化学的還元力の指標として当業者によって理解される可能性があり、いく
つかの分析技術によって容易に決定可能である。１トンの混合色カレットが一般的に１～
５ポンドの有機不純物を含む可能性があると想定すれば、工程１３０は、１トンの混合色
カレット中の有機物の量が＋／－０．２５ポンド以上変化しないことを立証する。有機分
析を実行する方法は、以下からなる。　
　１）好ましい有機分析法。既知の強熱減量（ｌｏｓｓ　ｏｎ　ｉｇｎｉｔｉｏｎ：ＬＯ
Ｉ）技術によって有機物を測定する工程。ＬＯＩは減量であり、通常、ガラス繊維からの
有機測定の後、若しくはガラス繊維積層品からの有機樹脂が焼き払われた後の原重量の割
合として表される。より具体的には、ＬＯＩ作業は、試料を、一般的に約５００℃を上回
る着火温度まで加熱した場合の混合色カレット試料からの減量を決定する。ＬＯＩ作業の
利点は、例えば約６００℃を上回らない温度で、しかし有機物を取り除くのには十分高い
温度の、ガラスの軟化点より完全に下回る温度でそれが起きるということである。ＬＯＩ
作業は、水分の損失及び可燃性有機物の損失という２つのパラメータを得る。この場合、
有機分析作業は、次の工程を含む。　
　　ｉ）硼珪酸ガラスでできた結晶皿等の標準的なるつぼに、約２ｋｇの混合色カレット
試料を計量する工程、
　　ｉｉ）約５５０℃に到達することができる任意の標準的なマッフル炉に十分な混合色
カレットを設置する工程、
　　ｉｉｉ）例えば一般的に約３０分と約１２０分との間で恒量が達成されるまで、 約
１００℃と約１２０℃との間まで前記炉の中の混合色カレット試料を加熱する工程、
　　ｉｖ）前記混合色カレット試料の重さを計量し、乾燥による水分の損失を決定する工
程、
　　ｖ）前記炉に前記混合色カレット試料を戻し、例えば一般的に約３０分と６０分との
間で恒量が達するまで、前記混合色カレット試料を約５００℃と約５５０の℃との間まで
再び加熱する工程、及び
　　ｖｉ）前記混合色カレット試料の重さを計量し、点火による可燃性有機物の損失を決
定する工程。
【００３８】
　使用した規模での分解能は、混合色カレット１トンあたりの有機物の規格の望ましい分
解能によって決定される。例えば、１トンあたり０．１０ポンドの分解能が特定される場
合、１ポンドは２０００ポンド（１トン）のおよそ一部に等しく、従って０．１０ポンド
は２０，０００ポンドの一部である。結果的に、２ｋｇの試料につき約０．１０グラムの
分解能に測定することができるスケールが好まれる。
【００３９】
　２）代替有機分析法。エルトリエーション処理を用いて混合色カレットを洗浄し、有機
物を取り除く工程。一般的に、エルトリエーションは、組成物の成分がガス若しくは液体
である流動体の方向性を有する流れによって、それらの大きさ、形状、及び／若しくは密
度に関連して分離される多くの分離及び／若しくは精製方法を包含することが理解される
。当業者であれば、前記技術の多くの変形例は、本発明の特定の観点に適用できることが
理解される。一般の変形例は、使用するガス若しくは液体の方向、速度、及び型を含む。
好ましい実施形態において、有機分析作業は、次の工程を含む。　
　　ｉ）直接若しくは細かく砕いた２ｋｇの混合色カレット試料を、例えば、穴のあいた
ガラス皿を通してその底にエアジェット連結を有する高さ１メートルのガラス管に設置す
る工程、
　　ｉｉ）紙及びプラスチック等の任意の低密度材料を取り除くために、前記混合色カレ
ット試料をエアフローティングさせる工程。これは、プラスチック、紙、及び他の有機固
体がより高密度のガラス粒子から取り除かれるような速度で、カラム中で空気を垂直に流
すことによって達成される。　



(15) JP 2008-519756 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

　　ｉｉｉ）有機物と例えば、前記混合色カレット粒子にまだ張り付いているラベルとだ
けを残して、ある種の篩のパッド上で低密度材料を収集する工程、
　　ｉｖ）熱水（一般に少なくとも約６０℃）で前記混合色カレット試料を洗浄すること
によって水溶性の接着剤をはがし、それによって前記ラベルを取り除き、洗浄水を保持す
る工程。　
　　ｖ）洗浄水を収集して、蒸発させ、乾燥させる工程、
　　ｖｉ）前記水溶性の接着剤の重量を記録する工程、
　　ｖｉｉ）アセトンのような適切な溶媒で前記混合色カレット試料を洗浄することによ
って非水溶性の接着剤をはがし、それによって、すべての残りのラベルをほぐし、洗浄溶
媒を保持する工程、
　　ｖｉｉｉ）前記洗浄溶媒を収集し、蒸発させ、乾燥させる工程、
　　ｉｘ）非水溶性の接着剤の重量を記録する工程、
　　ｘ）ｉ）及びｉｉ）に記載されるエアフローティングカラムに前記試料を戻し、工程
ｉｖ）及びｖｉｉ）の前記ガラスからほぐされたラベルを取り除く工程、及び
　　ｘｉ）工程ｉｉｉ）、ｉｖ）、ｖｉｉ）、及びｘ）において収集した材料の重量を合
わせ、前記混合色カレット試料の総重量によって分離する工程。
【００４０】
　他の標準的な有機物分析法。当業者であれば、混合色カレット試料の有機分析がいかな
る既知の方法によっても実行される可能性があることを理解するであろう。
【００４１】
　工程１３５－分析結果を保存する工程。この段階では、工程１２０、１２５、及び１３
０の混合色カレット分析作業の結果は、パーソナルコンピュータ、ラップトップコンピュ
ータ、若しくはネットワーク化されたコンピュータ等の任意の従来のコンピュータに保存
され、ガラス製造工場で使用するためのガラスバッチ組成を決定するために使用するソフ
トウェアルーチンに対する入力パラメータとして使われる。より具体的には、ミリメータ
の混合色カレット粒子の大きさに対する予想した微細累積パーセント（ｃｕｍｕｌａｔｉ
ｖｅ　ｐｅｒｃｅｎｔ　ｆｉｎｅｒ　ｔｈａｎ：ＣＰＦＴ）の形態における工程１２０の
粒子サイズ分析の結果、各色の計算された重量パーセントの形態における工程１２５の粒
子色分析の結果、並びに水分の損失及び可燃性有機物の損失パラメータの形態における工
程１３０の有機分析の結果がコンピュータに保存される。
【００４２】
　工程１４０－ガラスバッチ組成を決定する工程。この工程では、ガラスバッチ組成は、
ガラスバッチ組成を決定するために使用するソフトウェアルーチンに対する入力パラメー
タとして、工程１２０、１２５、及び１３０の混合色カレット分析作業の保存された結果
を用いて、好ましくは「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｒｅｃｙｃｌｉｎｇ　ｂａｔｃｈｅｓ　ｏ
ｆ　ｍｉｘｅｄ－ｃｏｌｏｒ　ｃｕｌｌｅｔ　ｉｎｔｏ　ａｍｂｅｒ，ｇｒｅｅｎ，ｏｒ
　ｆｌｉｎｔ　ｇｌａｓｓ　ｗｉｔｈ　ｓｅｌｅｃｔｅｄ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ」とい
う名称の米国特許第６，２３０，５２１号明細書に記載されるガラスバッチ組成を決定す
る方法を用いて決定される。
【００４３】
　工程１４５－カレット規格及びバッチ処方をガラス製造業者に提供する工程。この工程
において、工程１２０、１２５、及び１３０の分析作業に基づいて、混合色カレットの分
析結果は、混合色カレットに特有のガラスバッチ組成と共にガラス製造工場に提供され、
それによって、ガラス製造者は、受け取ったガラスバッチにバッチ処方をカスタマイズす
ることができる。
【００４４】
　工程１５０－ガラスバッチ処方を調製する工程。この工程において、ガラスバッチ組成
は、工程１４０で確立された、混合色カレットに特有のガラスバッチ処方に従って、ガラ
ス製造工場で修正される。例えば、米国特許第６，２３０，５２１号明細書に記載される
ように、リサイクルされたガラスが望ましい色彩酸化物、酸化還元剤、及びガラス構造酸
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化物を適切な割合で有して生じるように、一組の混合着色したカレットに加える原材料の
適切な量を自動的に決定するコンピュータ制御処理の一部として、カレット色の分布、有
機物含量、及び／若しくは粒径情報が使用されても良い。
【００４５】
　なお、方法の工程の実行中に、材料が規格と合わない場合は、旗が上がり、前記材料が
条件付きで拒絶される可能性があり、若しくは更なる処理のためにガラス処理施設に送り
返される可能性がある。このように、いずれか１つ若しくはすべての分析からの結果が、
品質管理若しくは基準点の測定基準として使用されても良い。このような測定基準は、別
個のカレット供給の有用性若しくは望ましさを決定するために用いても良い。
【００４６】
　要約すると、本発明の方法は、ガラス製造におけるその使用を容易にするための混合色
カレットの構成成分及び不純物を決定する方法を提供する。より具体的には、本発明の特
定の好ましい実施形態は、これに限定されるものではないが、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｐ
ｒｏｖｉｄｉｎｇ　ｕｎｉｆｏｒｍｌｙ　ｃｏｌｏｒｅｄ，ｃｏｎｔａｍｉｎａｎｔ－ｆ
ｒｅｅ，ｔｈｒｅｅ－ｃｏｌｏｒ　ｍｉｘｅｄ　ｃｕｌｌｅｔ」という名称の米国特許出
願第　　　号（代理人整理番号ＦＣＲ－００５７）の参照において記載される三色混合カ
レット等の混合色カレットの構成成分及び不純物を決定する。しかし、本発明は、９０％
以上の１つの支配的な色のない二色、四色、若しくは五色混合カレット等の任意の混合色
カレットでの使用にも適している。その上、本発明は、（１）ガラス製造業者に供給され
る混合色カレットが予め定められた最低基準を満たすことを確認し、（２）どのような許
容可能な有機物等の混入物及び不純物が混合色カレットにどのような水準で残るかを決定
し、それによって、ガラスバッチ組成がガラス製造業者で適宜調整されることができる。
【００４７】
　本発明の特定の好ましい実施形態は、更に、粒子色分析、粒径分析、若しくは有機分析
からの結果を単独若しくは組み合わせて得られる入力結果として使用する未使用のガラス
原材料、望ましい標的ガラス組成、並びにガラス溶融において使用されるカレットの品質
及び量を識別するコンピュータ制御処理を提供する。管理者は、リサイクルされたガラス
が、適切な割合の望ましい色彩酸化物、酸化還元剤、ガラス構造酸化物等を有して生じる
ように、一組の混合カレットに加える原材料の適切な量を決定する。バッチに加えられる
原材料、望ましい色彩酸化物、酸化還元剤、ガラス構造酸化物等の量及び識別は、カレッ
ト成分に基づいて調整される。
【００４８】
　本発明が前述の様々な実施例に関連して開示される場合、更なる変形が当業者によって
明らかとなるものである。本発明は、具体的に記載した様々な実施例に限定されることを
意図するものではなく、本発明の要旨を判断するためには、独占権が主張される添付の請
求の範囲が参照されなければならない。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明によれば、図１は、ガラス製造におけるその使用を容易にするための混合
色カレットの構成成分及び不純物を決定する方法のフローチャートを示したものである。
【図２】図２は、ミリメータの三色混合カレット粒径と、予想される微細累積パーセント
（ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ｐｅｒｃｅｎｔ　ｆｉｎｅｒ　ｔｈａｎ：ＣＰＦＴ）とのプロ
ットを示したものである。
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